
第３回 南阿蘇村使用料等審議会 次第 

 

 

日 時   令和４年１２月２３日（金） 午後１時３０分 ～  

 

場 所  南阿蘇村役場 庁議室               

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

 

（１）前回審議会の振り返り ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．資料１ 

 

 

（２）使用料の算定について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．資料２－１～２－３ 

 

 

（３）各施設の使用料（案）について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．資料３ 

 

 

（４）審議結果 答申（案）について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．資料４ 

 

 

（５）使用料の適正化に関する基本方針（案）について ．．．．．．．．．．．．．．資料５ 

 

 

３ 事務連絡 

 

 

４ 閉 会 
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 資料１ 

第２回 南阿蘇村使用料等審議会 概要 
 

 

１ 日 時  令和４年１１月１１日（金） 午前９時 ～ 午前１０時４５分 

 

２ 場 所  南阿蘇村役場 ２階 庁議室 

 

３ 出席者  委 員 ４名（２名欠席） 

事務局 総務課３名、教育委員会３名他公共施設所管課 

 

４ 議事要旨 
 
（１）前回審議会の振り返り（別紙２～４） 

‣ 事務局から説明。主に前回、御意見・御質問をいただいた、使用料が０円になる以前の徴収額（別

紙３）や、使用料を０円とする目的であった医療費の削減状況（別紙４）について説明 

 

（２）使用料の適正化について（別紙５～７－３） 

‣ 事務局から説明の後審議。審議に際しての要点は以下のとおり（①～③） 
 

① 対象施設 

Ⅰ 会議室等（研修室や調理室等を含む） 

Ⅱ 体育施設（体育館やグラウンド、武道場、テニスコート、プール） 

 

② 使用料の算定方法（考え方） 

Ⅰ 統一的な方法による使用料原価（１時間当たりあるいは１人当たりの金額）の算定 

‣ 使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出部分の面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用可能時間 ÷ 稼働率 
 

※ プールの場合は、１人当たりの金額として設定するため 

使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出部分の面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用者数 
 

Ⅱ 受益者の負担割合の明確化 

‣ 対象施設に係るサービスの提供（設置や運営、維持管理）は、民間では難しく、行政が担うべ

きものである。しかし、大多数の住民が日常的に必要とするものではないため、利用者の負担

割合を２５％（使用料は、使用料原価の２５％の額）とする。 
 

Ⅲ 受益者負担の急激な増加を緩和する措置 

‣ 多くの公共施設で村民の使用料が０円となって以降、その状態が１０年以上続いており、使用

料を急激に増加させた場合、稼働率の低下を招く恐れがあるため、各施設とも平成２３年７月

まで徴収していた金額の２倍を上限とする。 
 

Ⅳ 類似施設間での使用料の調整 

‣ 使用料は、原則として前述した方法により算定するが、類似施設間での調整は可能とする（例：

バスケットボール１コート当たりの金額はどの体育館でも○○○円）。 
 



 

③ 今回審議いただきたい事柄 

Ⅰ 使用料の算定方法及びその額の妥当性について 

Ⅱ 使用料を設定するうえで考慮すべき事項について 

 

○ 主な御意見 

‣ 多くの使用料は１時間当たりの額で、５２０円であれば１０人で使えば１人５２円（久木野総合

センター 会議室の合併前の金額）。そのような金額での供給が将来的に望ましいのか、という観

点も含めて審議していかなければならない。 
 

‣ 調理室など新型コロナウイルス感染症の影響で著しく稼働率が低下したであろう施設は、コロナ

以前の状況も確認したほうがよい。 
 

‣ 合併前の金額（概ね平成２３年７月まで徴収していた額よりも高額）でも問題はないように感じ

る。 
 

‣ いずれは付帯設備の使用料についても考えなくてはならない。また、会議室であれば、面積だけ

でなく、スクール形式では何名使えるか、などの情報も整理し、利用者が比較検討しやすいよう

にするべき。 
 

‣ 類似施設にも施設の新旧や設備の充実具合に差があるかと思うが、使用料は一律でいいのか。 
 

‣ 利用者へのアンケートや利用状況のデータを蓄積し、実態に基づく施設ごとの使用料の設定がで

きるようにしていくべき。 

 

● 結 論 

‣ 受益者負担率や緩和措置については、使用料０円からの一歩目としてはやむを得ない。ただし、

３年後の見直しでは、負担率や緩和措置の変更は必須。 
 

‣ 使用料の算定方法等は事務局案のとおりとするが、施設の新旧や設備の充実具合等を考慮のうえ、

次回の審議会で各施設の使用料案を提示すること。 

 

 

以上  

 

 



資料２－１

使用料算定　No.１ 使用料原価は1時間当たりの金額（プールは1人当たりの金額）

【G】=【A】×（【B】/【B】の合計）/【C】　（プールは【G】=【A】×（【B】/【B】の合計）/【F】）

日数 開館時刻 閉館時刻
利用

可能時間(h)
実際に利用

された時間(h)
稼働率 利用者数 稼働率込み

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】=【D】/【C】 【F】 【G】 【H】=【G】/【E】

多目的集会所 307 359 8:30 22:00 4,846.5 1,082.0 22.33% ― 445 1,994

中会議室 46 359 8:30 22:00 4,846.5 420.0 8.67% ― 67 775

料理実習室 63 359 8:30 22:00 4,846.5 13.0 0.27% ― 92 34,244

合計 416 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第1研修室 58 359 8:30 22:00 4,846.5 1,321.0 27.26% ― 273 1,000

第2研修室 48 359 8:30 22:00 4,846.5 881.0 18.18% ― 225 1,238

調理室 56 359 8:30 22:00 4,846.5 18.0 0.37% ― 263 70,710

合計 162 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

フリールームA 205 287 9:00 17:30 2,439.5 454.0 18.61% ― 1,967 10,568

フリールームB 54 ― ― ― ― ― ― ― 518 ―

合計 259 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 1,950 355 8:30 22:00 4,792.5 1,761.5 36.76% ― 2,257 6,139

合計 1,950 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 1,484 355 8:30 22:00 4,792.5 1,695.0 35.37% ― 1,870 5,286

合計 1,484 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 14,475 365 8:30 22:00 4,927.5 831.0 16.86% ― 1,392 8,253

合計 14,475 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 10,801 356 8:00 22:00 4,984.0 390.0 7.83% ― 465 5,941

合計 10,801 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 8,983 365 8:30 22:00 4,927.5 142.0 2.88% ― 408 14,155

合計 8,983 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

武道場 512 365 8:30 22:00 4,927.5 270.0 5.48% ― 764 13,951

合計 512 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

テニスコート 1,100 358 10:00 20:00 3,580.0 593.0 16.56% ― 2,028 12,243

合計 1,100 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

テニスコート 1,069 353 10:00 20:00 3,530.0 1,319.0 37.37% ― 1,769 4,735

合計 1,069 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

プール 875 53 10:00 21:00 583.0 ― ― 3,898 1,175 ―

合計 875 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

会議室 56 316 8:30 22:00 4,266.0 110.3 2.58% ― 109 4,220

調理室 56 316 8:30 22:00 4,266.0 48.5 1.14% ― 109 9,592

多目的室 70 316 8:30 22:00 4,266.0 124.0 2.91% ― 136 4,690

和室 40 316 8:30 22:00 4,266.0 255.5 5.99% ― 78 1,299

相談室 16 316 8:30 22:00 4,266.0 11.0 0.26% ― 31 11,895

多目的ホール 162 316 8:30 22:00 4,266.0 ― ― ― 315 ―

合計 400 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 600 ― ― ― ― ― ― ― 612 ―

合計 600 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※1　LOOPみなみあそ フリールームB（令和4年度貸出開始）の使用料原価は、令和3年度のフリールームAと同程度の利用可能時間として算定

※2　旧白水小学校 体育館の使用料原価は、令和3年度の白水体育館、久木野体育館と同程度の利用可能時間として算定

その他 学校関係施設等

0 0 6,060,405

久木野グラウンド 2,316,892 2,455,409 2,122,777 2,372,491

白水運動公園
（白水総合グラウンド） 6,858,398 4,667,158 8,522,269

8,959,845 8,794,924 9,228,577

11,684,619

4,097,467

グラウンド

旧白水小学校 2,930,617 0 0

保健・福祉施設 保健・福祉施設 白水保健センター

3,796,452

公民館

久木野総合センター 2,928,374 2,874,222 2,953,216

社会教育系施設 図書館

長陽中央公民館 3,685,159 3,799,217

体育館

長陽運動公園 2,010,022 1,637,703 1,632,917 2,759,447

白水体育館 10,814,317 10,091,952 10,666,381

文化系施設

スポーツ系施設

久木野体育館
（旧久木野中学校体育館）

7,385,768

8,856,034

LOOPみなみあそ
（旧久木野庁舎） 6,060,405

貸出区分
面積（㎡）

使用料原価
（円）

R3開館状況

2,743,977プール 白水B&G海洋センター 4,579,178

3,459,809

2,957,685

6,896,089

3,320,520 3,247,406 3,310,186 3,403,968

2,930,617

大分類 小分類
施設名称 経費（3年平均、円）

R1年度 R2年度 R3年度

施設分類

武道場 白水武道場 3,766,894 3,799,870 3,765,379 3,735,432

テニスコート
（屋内）

屋内多目的施設
すぱーく白水 7,259,901 7,213,536 7,270,216 7,295,951

屋内多目的施設
すぱーく長陽 6,245,871 6,248,975 6,248,064 6,240,574



資料２－２

使用料算定　No.２

使用料（原価）は1時間当たりの金額（プールは1人当たりの金額）

平成23年7月まで

稼働率込み 10円単位切上げ 受益者負担率

【A】 【B】 【G】 【H】 【 I 】=【H】×0.25 【J】 【K】 【L】 【M】=【L】/【H】

多目的集会所 307 445 1,994 499 500 300 500 25.1 % 

中会議室 46 67 775 194 200 150 200 25.8 % 

料理実習室 63 92 34,244 8,561 8,600 250 500 1.5 % 

合計 416 ― ― ― ― ― ― ― ―

第1研修室 58 273 1,000 250 300 250 300 30.0 % 

第2研修室 48 225 1,238 310 400 250 400 32.3 % 

調理室 56 263 70,710 17,678 17,700 250 500 0.7 % 

合計 162 ― ― ― ― ― ― ― ―

フリールームA 205 1,967 10,568 2,642 2,700 ― ― ― 令和3年度から供用開始

フリールームB 54 518 ― ― ― ― ― ― 令和4年度から供用開始

合計 259 ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 1,950 2,257 6,139 1,535 1,600 500 1,000 16.3 % 

合計 1,950 ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 1,484 1,870 5,286 1,322 1,400 500 1,000 18.9 % 

合計 1,484 ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 14,475 1,392 8,253 2,063 2,100 500 1,000 12.1 % 

合計 14,475 ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 10,801 465 5,941 1,485 1,500 250 500 8.4 % 

合計 10,801 ― ― ― ― ― ― ― ―

グラウンド 8,983 408 14,155 3,539 3,600 500 1,000 7.1 % 

合計 8,983 ― ― ― ― ― ― ― ―

武道場 512 764 13,951 3,488 3,500 250 500 3.6 % 
平成23年7月以前の使用料は、体育
館半面分の金額を適用

合計 512 ― ― ― ― ― ― ― ―

テニスコート 1,100 2,028 12,243 3,061 3,100 400 800 6.5 % 
平成23年7月以前の使用料は、料金
区分のうち最も高額のものを適用

合計 1,100 ― ― ― ― ― ― ― ―

テニスコート 1,069 1,769 4,735 1,184 1,200 400 800 16.9 % 
平成23年7月以前の使用料は、料金
区分のうち最も高額のものを適用

合計 1,069 ― ― ― ― ― ― ― ―

プール 875 1,175 ― 294 300 50 100 8.5 % 【 I 】=【G】×0.25

合計 875 ― ― ― ― ― ― ― ―

会議室 56 109 4,220 1,055 1,100 1,000 1,100 26.1 % 
他の施設に優先して貸し出す施設で
はないため、使用料は高く設定され
ていた

調理室 56 109 9,592 2,398 2,400 1,500 2,400 25.0 % 同上

多目的室 70 136 4,690 1,172 1,200 1,000 1,200 25.6 % 同上

和室 40 78 1,299 325 400 1,000 400 30.8 % 同上

相談室 16 31 11,895 2,974 3,000 500 1,000 8.4 % 同上

多目的ホール 162 315 ― ― ― 1,000 2,000 ―
平成23年7月以前の使用料は、白水
保健センター会議室の金額を適用

合計 400 ― ― ― ― ― ― ― ―

体育館 600 612 ― ― ― 250 500 ―
平成23年7月以前の使用料は、村立
小学校時の施設使用料（体育館半
面分と同額）

合計 600 ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 学校関係施設等 旧白水小学校 2,930,617

保健・福祉施設 保健・福祉施設 白水保健センター 3,320,520

プール 白水B&G海洋センター 4,579,178

テニスコート
（屋内）

屋内多目的施設
すぱーく白水 7,259,901

武道場 白水武道場 3,766,894

屋内多目的施設
すぱーく長陽 6,245,871

久木野グラウンド 2,316,892グラウンド

白水運動公園
（白水総合グラウンド）

6,858,398

長陽運動公園 2,010,022
スポーツ系施設

体育館

白水体育館 10,814,317

社会教育系施設 図書館
LOOPみなみあそ
（旧久木野庁舎）

6,060,405

久木野体育館
（旧久木野中学校体育館）

8,959,845

文化系施設 公民館

久木野総合センター 2,928,374

長陽中央公民館 3,685,159

施設分類

施設名称 経費（3年平均、円） 貸出区分
大分類 小分類

受益者負担割合 100％ 受益者負担割合 25％程度

使用料（円） 使用料（円）

類似施設間での調整前

使用料（円）面積（㎡） 使用料原価（円）
備考

0.25倍 【J】と、【K】の2倍を比較
【J】＜【K】×2 の場合、【J】の金額

【J】≧【K】×2 の場合、【K】×2の金額



資料２－３

使用料算定　No.3

屋内施設の使用料は、照明及び空調の使用を見込んだ額

広さのイメージ
経過年数
（年度）

築浅
（20年未満）

調整前 新 阿蘇市 大津町 高森町 西原村

久木野総合センター 多目的集会所 307 ミニバレー1面
（体育館仕様）

S55/5 41年 1時間 500 500

LOOPみなみあそ フリールームA 205
ロの字40人
スクール50人

R3/3 1年 ○
使用料1.5倍

1時間 ― 800

会議室
(100㎡未満)

長陽中央公民館 第2研修室 48
ロの字12人
スクール16人

S48/7 48年 1時間 400 400
275

就業改善センター
（農業技術研修室）

400
中央公民館

（研修室）

600
色見総合センター

（多目的室）

450
総合体育館

（会議・研修室半面）

久木野総合センター 中会議室 46 和室28畳 S48/3 49年 1時間 200

長陽中央公民館 第1研修室 58 和室30畳 S48/7 48年 1時間 300

LOOPみなみあそ フリールームB 54 和室28畳 R3/3 1年 ○
使用料1.5倍

1時間 ― 500

久木野総合センター 料理実習室 63 調理台5台 S48/3 49年 1時間 500

長陽中央公民館 調理室 56 調理台4台 S48/7 48年 1時間 500

白水体育館 体育館 1,950 バスケット2面 S57/5 39年 1時間 1,000
（バスケット2面）

久木野体育館 体育館 1,484 バスケット2面 H8/3 26年 1時間 1,000
（バスケット2面）

旧白水小学校 体育館 600 バスケット1面 S59/3 38年 1時間 500
（バスケット1面）

武道場 白水武道場 武道場 512 剣道2面 H2/3 32年 1時間 500
（剣道2面）

500
（剣道2面）

700
阿蘇体育館

（柔道・剣道1面）

317.5
武道館

（剣道1面）
―

500
村民体育館
（柔道1面）

白水運動公園 グラウンド 14,475 野球2面 S58/11 38年 1時間 1,000
（野球2面）

久木野グラウンド グラウンド 10,801 野球1面 H10/10 23年 1時間 500
（野球1面）

長陽運動公園 グラウンド 8,983 野球1面 H2/3 32年 1時間 1,000
（野球1面）

すぱーく白水 テニスコート 1,100 クレイ1面 H5/5 28年 1時間 800

すぱーく長陽 テニスコート 1,069 カーペット1面 H4/9 29年 1時間 800

プール 白水B&G海洋センター プール 875
25m×6コース
幼児用プール有

S61/3 36年 1人
100

【幼児以下0円】
【一般200円】

100
【幼児以下0円】

【一般200円】

300
アゼリア21

【温水、大人2倍】
― ― ―

会議室 56
ロの字16人
スクール20人

H13/3 21年 1時間 1,100

調理室 56 調理台5台 H13/3 21年 1時間 2,400

多目的室 70
ロの字20人
スクール24人

H13/3 21年 1時間 1,200

和室 40 和室28畳 H13/3 21年 1時間 400

相談室 16 数人 H13/3 21年 1時間 1,000

多目的ホール 162
ロの字28人
スクール36人

H13/3 21年 1時間 2,000

備考貸出単位

【参考】 他自治体類似施設使用料（円）村内居住者使用料案（円）

【他自治体施設に関して】

○　数時間単位（午前や午後な
ど）で貸し出される施設は、1時間
当たりの金額に換算

○　屋外施設の照明使用料は別
途

○　他自治体住民が利用する場
合、特に体育施設は、2～6倍程
度の料金設定となっている

○　料金は、各自治体のホーム
ページ等で、令和4年12月22日時
点において確認したものであり、
現在の状況を保証するものでは
ない

425
就業改善センター

（大会議室）

600
中央公民館
（中会議室）

700
色見総合センター

（大会議室）

900
総合体育館

（会議・研修室）

―
900

色見総合センター
（調理室）

650
阿蘇体育館

（屋内ソフト1面）

150
昭和園テニスコート

（屋外1面）

1,300
町民体育館
（屋内1面）

―

950
阿蘇体育館

（バスケット1面）

○　他の施設に優先して貸し出
す施設ではないため、他施設の2
倍程度の金額に一律で設定

1,000

500
色見総合センター

（小会議室）

500 0
山河の館

（和室）

300

462.5
菊阿体育館

（バスケット1面）

600
尾下体育館

（バスケット1面）

500
村民体育館

（バスケット1面）

450
あぴか

（野球1面）

130
町民グラウンド

（野球1面）

400
町民グラウンド

（半面）

300
村民グラウンド

（野球1面）

275
就業改善センター

（和室）

400
中央公民館

（和室）

375
就業改善センター

（共同調理室）

450
中央公民館

（調理実習室）

その他 白水保健センター ―

テニスコート
（屋内）

500
（野球1面当たり）

【照明使用料別途】

800

グラウンド

建築年月
(改修年月)

面積（㎡）

500
（バスケット1面当たり）

500調理室

体育館

会議室
(100㎡以上）

分類 施設名称

和室
（28～30畳）

貸出区分



 資料３ 

各施設の使用料案について 

 

前回、御審議いただいた算定方法により、施設の新旧や設備の充実具合等を考慮のうえ、改めて

各施設の使用料を算定した結果、以下のとおりとなった。これらの額は、近隣自治体の類似施設と

比較しても、大きな差異は無いものと考えられる。 

なお、今回の使用料の適正化（増額）に伴い、既存の利用者が近隣自治体の施設に流出する可能

性も想定はされるが、近隣自治体も他自治体住民が利用する場合は、一定の倍率を掛けた料金設定

としていることから、各施設を真に利用したい村民の方は引き続き利用されるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行

多目的集会所 1時間 500 800 800 ―

中会議室 1時間 300 500 700 ―

料理実習室 1時間 500 800 700 ―

第1研修室 1時間 300 500 700 ―

第2研修室 1時間 400 600 700 ―

調理室 1時間 500 800 700 ―

フリールームA 1時間 800 1,200 800 ―

フリールームB 1時間 500 800 700 ―

半面 1時間 500 800 500 ―

全面 1時間 1,000 1,500 1,000 ―

半面 1時間 500 800 500 ―

全面 1時間 1,000 1,500 1,000 ―

半面 1時間 500 800 ― 500

全面 1時間 1,000 1,500 750 1,000

久木野グラウンド グラウンド 1時間 500 800 500 500

長陽運動公園 グラウンド 1時間 500 800 500 500

白水武道場 武道場 1時間 500 800 ― ―

屋内多目的施設すぱーく白水 テニスコート 1時間 800 1,200 900 ―

屋内多目的施設すぱーく長陽 テニスコート 1時間 800 1,200 900 ―

幼児 1人 0 0 0 ―

小・中学生 1人 100 200 100 ―

高校生 1人 100 200 100 ―

一般 1人 200 300 200 ―

会議室 1時間 1,000 1,500 700 ―

調理室 1時間 1,000 1,500 1,200 ―

多目的室 1時間 1,000 1,500 700 ―

和室 1時間 1,000 1,500 700 ―

相談室 1時間 1,000 1,500 500 ―

多目的ホール 1時間 1,000 1,500 700 ―

旧白水小学校 体育館 1時間 500 800 500 ―

※屋内施設は照明及び空調の使用を見込んだ金額

貸出区分

白水保健センター

久木野体育館
（旧久木野中学校体育館）

白水運動公園
（白水総合グラウンド）

白水体育館

LOOPみなみあそ
（旧久木野庁舎）

長陽中央公民館

久木野総合センター

施設名称

体育館

体育館

グラウンド

白水B&G海洋センター プール

村外居住者

使用料案（円）
※

単位
屋外照明村内居住者



 資料４ 

 

 

 

使用料の適正化に関する審議結果 

答申（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年○月 

南阿蘇村使用料等審議会 
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１ 諮問内容 
 

公共施設の使用料※ の適正化について意見を求める。 
 

背 景 
 

南阿蘇村においては、平成２８年熊本地震に伴う復旧復興事業の影響等から財政状況は極め

て厳しく、令和３年３月には「南阿蘇村行財政改革計画」を策定し、一層の取組が進められては

いるものの、公共施設の維持管理、運営に要する経費が大きな負担となっている。 

引き続き良質な公共サービスを提供していくとともに、その公平性を確保するため、施設利用

者からの相応の使用料の徴収、いわゆる「受益者負担の適正化」を図る必要があるため。 
 

※ 使用料 行政財産の使用または、公の施設の利用の対価として徴収することができる料金 
 

地方自治法 第２２５条 

普通地方公共団体は、第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて行政財産の使用又は

公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

 

 

２ 審議対象 
 

本答申においては、以下の１４施設を対象としている（その他の施設については、必要に応じて

別途審議会を開催のうえ審議を行うこととする）。 
 

施設名称 貸出区分 

久木野総合センター 多目的集会所、中会議室、料理実習室 

長陽中央公民館 第１研修室、第２研修室、調理室 

ＬＯＯＰみなみあそ フリールームＡ、フリールームＢ 

白水体育館 体育館 

久木野体育館 体育館 

旧白水小学校 体育館 

白水武道場 武道場 

白水運動公園 グラウンド 

久木野グラウンド グラウンド 

長陽運動公園 グラウンド 

屋内多目的施設 すぱーく白水 テニスコート 

屋内多目的施設 すぱーく長陽 テニスコート 

白水Ｂ＆Ｇ海洋センター プール 

白水保健センター 会議室、調理室、多目的室、和室、相談室、多目的ホール 
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３ 審議内容 
 

以下の使用料の算定方法及びそこから導かれた額の妥当性並びに使用料を設定するうえで考慮

すべき事項について審議を行った。 
 

１ 基本的な考え方 
 

使用料は、次の３点から算定する。 
 
① 統一的な使用料原価（１時間当たりあるいは１人当たりの金額）の算定 

② 受益者（利用者）の負担割合 

③ 受益者負担の急激な増加を緩和する措置 
 

なお、基本的な算定式は次のとおりとする。 
 

使用料 ＝ 使用料原価（①）× 受益者負担割合（②） 

 

２ 使用料原価の算定 
 

使用料原価の算定式は、以下のとおりとする。なお、経費は施設の維持管理、運営に要し

た費用の過去３年度の平均値、年間利用可能時間、稼働率及び年間利用者数は前年度の数値

を用いることとする。 
 
① １時間当たりの使用料を算定する場合（会議室、調理室、体育館、グラウンドなど） 

 
使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出箇所面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用可能時間 ÷ 稼働率 

 
② １人当たりの使用料を算定する場合（プールなど） 

 
使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出箇所面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用者数 

 

３ 受益者の負担割合 
 

受益者の負担割合は、以下の２つの観点から各施設が提供するサービスを４つに区分し定

めることとする。 
 
① 公共が行うべきサービスであるか 

・ 公共的サービス 民間では提供が難しく、行政が行うべきサービス 

・ 市場的サービス 民間でも提供されており、民間と行政が競合するサービス 
 
② 村民の日常生活において必需的なものであるか 

・ 基礎的サービス 大多数の村民の日常生活において必要とされるサービス 

・ 選択的サービス 特定の住民においてのみ必要とされるサービス 
 
各区分の対象施設 

区 分 施設の例 受益者の負担割合 

公共的・基礎的 道路、公園、図書館など     ０％ 

公共的・選択的 会議室、体育館、グラウンドなど  ２５％～５０％程度 

市場的・基礎的 公営住宅、児童施設など  ２５％～５０％程度 

市場的・選択的    １００％ 
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４ 受益者負担の緩和措置 
 

使用料の算定に当たっては、金額の急激な増加による施設の稼働率の低下等を避けるため、

上限額を設ける等の措置を適用できるものとする。 

 

５ 類似施設間での使用料の調整 
 

使用料は、原則として前述のとおり算定するが、類似施設間での金額の調整は行えるもの

とする。 

 

６ 他自治体住民の利用について 
 

他自治体住民が利用する場合は、その使用料を割り増すことができるものとする。 
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４ 答 申 
 

以上のことから当審議会ではこれまで３回にわたり審議を行ってきた。次のとおり答申すると

ともに附帯意見を記す。 

 

 

 

 

 

各施設の使用料案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の算定方法及び各施設の使用料案については適当と判断する。 

現行

多目的集会所 1時間 500 800 800 ―

中会議室 1時間 300 500 700 ―

料理実習室 1時間 500 800 700 ―

第1研修室 1時間 300 500 700 ―

第2研修室 1時間 400 600 700 ―

調理室 1時間 500 800 700 ―

フリールームA 1時間 800 1,200 800 ―

フリールームB 1時間 500 800 700 ―

半面 1時間 500 800 500 ―

全面 1時間 1,000 1,500 1,000 ―

半面 1時間 500 800 500 ―

全面 1時間 1,000 1,500 1,000 ―

半面 1時間 500 800 ― 500

全面 1時間 1,000 1,500 750 1,000

久木野グラウンド グラウンド 1時間 500 800 500 500

長陽運動公園 グラウンド 1時間 500 800 500 500

白水武道場 武道場 1時間 500 800 ― ―

屋内多目的施設すぱーく白水 テニスコート 1時間 800 1,200 900 ―

屋内多目的施設すぱーく長陽 テニスコート 1時間 800 1,200 900 ―

幼児 1人 0 0 0 ―

小・中学生 1人 100 200 100 ―

高校生 1人 100 200 100 ―

一般 1人 200 300 200 ―

会議室 1時間 1,000 1,500 700 ―

調理室 1時間 1,000 1,500 1,200 ―

多目的室 1時間 1,000 1,500 700 ―

和室 1時間 1,000 1,500 700 ―

相談室 1時間 1,000 1,500 500 ―

多目的ホール 1時間 1,000 1,500 700 ―

旧白水小学校 体育館 1時間 500 800 500 ―

※屋内施設は照明及び空調の使用を見込んだ金額

貸出区分

白水保健センター

久木野体育館
（旧久木野中学校体育館）

白水運動公園
（白水総合グラウンド）

白水体育館

LOOPみなみあそ
（旧久木野庁舎）

長陽中央公民館

久木野総合センター

施設名称

体育館

体育館

グラウンド

白水B&G海洋センター プール

村外居住者

使用料案（円）
※

単位
屋外照明村内居住者
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附帯意見 

 

 

 
 

使用料は３年を目安として定期的に見直しを行うこと。ただし、昨今の新型コロナウイルス感

染症の拡大、原油価格や物価の高騰のような、経済、環境に多大な影響を生じる場合は、適宜、

検討を行うこと。 

なお、使用料の見直しの際には、付帯設備に係る使用料についても併せて検討を行うこと。 

 

 

 
 

今回の受益者の負担割合や緩和措置については、使用料適正化の一歩目としてはやむを得な

いものと考える。ただし、先述の使用料の見直しの際には、据え置くことの無いよう検討を行う

こと。 

 

 

 
 

施設の利用状況の見える化や容易な比較検討、現金によらない使用料の支払いなど、利便性の

向上及び稼働率の上昇を図るため、利用申請や決済のオンライン化、マイナンバーカードとの連

携などＤＸ化の取組を進めること。 

 

 

 
 

今後の使用料の見直しにおいては、施設ごとの利用状況に応じた金額を設定するため、時間帯

ごとの利用状況や利用者の属性等のデータを収集、分析すること。なお、先述のとおりＤＸ化を

進め、業務の効率化にも努めること。 

 

 

５ 所 見 
 

これまでの審議をとおして、その所見を述べる。 

まず、使用料の適正化を含めた公共施設のあり方の検討に当たっては、村民と一体となり、課題

の解決に向け取り組んでいただきたい。 
 

また、今回審議した使用料の多くは１時間当たりの金額であり、５００円のものは１０人で使え

ば１人当たりは５０円となる。経営的な視点も持ち、公の施設として公平かつ効率的な運営に努め

ていただきたい。 
 

最後に、この使用料の適正化は、財政基盤の強化に向けた一歩目である。これを契機として、人

口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス感染症のような環境の変化にも柔軟に対応し、より質の

高い公共サービスの提供がなされていくことを期待する。 

１ 使用料の定期的な見直しについて 

２ 受益者の負担割合等について 

４ 施設の利用状況の把握について 

３ 施設運営のあり方について 



 資料５ 

 

 

 

使用料の適正化に関する基本方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年○月 

南阿蘇村 
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（３）受益者の負担割合 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．２ 

 

（４）受益者負担の緩和措置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（５）類似施設間での使用料の調整 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（６）他自治体住民の利用について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（７）指定管理者制度導入施設の使用料について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（８）使用料の減免措置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（９）使用料の定期的な見直し ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 

 

（10）使用料等審議会への諮問 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ｐ．３ 
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１ 本方針の趣旨 
 

本村における公共施設の使用料※１ については、施設の公共性や村民の負担割合を勘案するとと

もに、近隣自治体等の類似施設との比較のうえ決定してきました。平成２３年７月以降は、多くの

施設において、村民の使用料を０円とし、健康づくりの促進等を図ってきたところです。 

しかし、人口減少に伴う税収の伸び悩みや、少子高齢化に伴う社会保障関連費用の増加、平成２

８年熊本地震に伴う復旧復興事業の影響等から本村の財政状況は極めて厳しく、公共施設の維持

管理、運営に要する経費が大きな負担となっています。 

そのため、良質な公共サービスの提供を継続できるよう、人口減少や少子高齢化に伴う需要（利

用状況）の変化に応じた効率的な運営を行うとともに、サービスの公平性を確保するため、施設利

用者からの相応の使用料の徴収、いわゆる「受益者負担の適正化」を図る必要があります。 

これらのことから、公共施設の使用料に関する基本的な考え方について、「使用料の適正化に関

する基本方針」として定めることとしました。 
 

※ 使用料 行政財産の使用または、公の施設の利用の対価として徴収することができる料金 
 

地方自治法 第２２５条 

普通地方公共団体は、第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて行政財産の使用又は

公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

 

 

２ 使用料の算定について 
 
（１）基本的な考え方 
 

使用料は、次の３点から算定するものとします。 
 

① 統一的な使用料原価（１時間当たりあるいは１人当たりの金額）の算定 

② 受益者（利用者）の負担割合 

③ 受益者負担の急激な増加を緩和する措置 
 

なお、基本的な算定式は次のとおりとします。 
 

使用料 ＝ 使用料原価（①）× 受益者負担割合（②） 

 

（２）使用料原価の算定 
 

使用料原価の算定式は、以下のとおりとします。なお、経費は下表のとおり施設の維持管理、

運営に要した費用の過去３年度の平均値、年間利用可能時間、稼働率及び年間利用者数は前年度

の数値を用いることとします。 
 

① １時間当たりの使用料を算定する場合（会議室、調理室、体育館、グラウンドなど） 
 

使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出箇所面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用可能時間 ÷ 稼働率 
 

② １人当たりの使用料を算定する場合（プールなど） 
 

使用料原価 ＝ 経費 ×（貸出箇所面積 ÷ 施設総面積）÷ 年間利用者数 
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経費内訳 

項 目 説 明 

人件費 職員の給与※１ 等に要した費用 

物件費 消耗品費や光熱水費、通信費、委託料、賃借料等の施設の管理、運営に要した費用 

維持補修費 施設の修繕や補修等に要した費用 

減価償却費※２ 施設の減価償却費 

※１ 職員の給与相当額は、各年度の平均給与から算定 

※２ 減価償却費の算定は以下のとおり 

・ 算定式  減価償却費 ＝ 取得価額 × 年償却率 

・ 耐用年数 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の規定を準用 

 

（３）受益者の負担割合 
 

受益者の負担割合は、以下の２つの観点から各施設が提供するサービスを４つに区分し定め

ることとします。 
 

① 公共が行うべきサービスであるか 
 

・ 公共的サービス 民間では提供が難しく、行政が行うべきサービス 

・ 市場的サービス 民間でも提供されており、民間と行政が競合するサービス 
 

② 村民の日常生活において必需的なものであるか 
 

・ 基礎的サービス 大多数の村民の日常生活において必要とされるサービス 

・ 選択的サービス 特定の住民においてのみ必要とされるサービス 
 

各区分の対象施設 

区 分 施設の例 受益者の負担割合 

公共的・基礎的 道路、公園、図書館など     ０％ 

公共的・選択的 会議室、体育館、グラウンドなど  ２５％～５０％程度 

市場的・基礎的 公営住宅、児童施設など  ２５％～５０％程度 

市場的・選択的    １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

（４）受益者負担の緩和措置 
 

使用料の算定に当たっては、金額の急激な増加による施設の稼働率の低下等を避けるため、上

限額を設ける等の措置を適用できるものとします。 

 

（５）類似施設間での使用料の調整 
 

使用料は、原則として前述のとおり算定しますが、類似施設間での金額の調整は行えるものと

します。 

 

（６）他自治体住民の利用について 
 

本村の公共施設を他自治体住民が利用する場合は、その使用料を割り増すことができるもの

とします。 

 

（７）指定管理者制度導入施設の使用料について 
 

指定管理者制度を導入している施設の使用料については、本方針に基づき算定した額を上限

とし、指定管理者（予定者を含む）と協議のうえ決定することとします。 

 

（８）使用料の減免措置 
 

使用料の減免措置の適用は、受益者負担の適正化、施設利用者間の公平性、公正性の観点から

その対象は限定的なものとし、別に定めることとします。なお、施設ごとの事情に応じ、基準か

ら逸脱しない範囲で個別に定めることもできるものとします。 

 

（９）使用料の定期的な見直し 
 

使用料は原則として、３年ごとに見直しを行うこととします。ただし、新型コロナウイルス感

染症の拡大や、原油価格、物価の高騰のような、経済、環境に多大な影響を生じる場合は、適宜、

検討を行うこととします。 

 

（１０）使用料等審議会への諮問 
 

使用料の適正化（見直し）に当たっては、南阿蘇村使用料等審議会に諮ることとし、施設の所

管課において、本方針に基づき対応することとします。 

 

 



使用料減免の基準（案）

区分 項目 利用目的

1－① 村（教育委員会を含む）が主催または共催する事業で利用する場合

1－② 村議会が主催する行事で利用する場合（研修会、村政報告会等）

1－③
行政委員会、法令等に基づき村が設置する付属機関、審議会等が、本来の目的を遂行するた
めに利用する場合

1－④ 村立の小中学校、保育所が授業や行事で利用する場合

1－⑤ 村立小中学校の部活動、スポーツ少年団等の活動で利用する場合

1－⑥ 指定管理を導入している施設において、当該管理者が自主事業で利用する場合

1－⑦ 災害その他の緊急事態のため利用する場合

2－① 本村と協定等により協力体制を構築している団体等が利用する場合

2－②
阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクリエーション大会の練習等で利用する場
合

免除

減額（50%）


